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1 制定の目的 

本マニュアルは、羽島市の継続的な環境保全・改善活動の推進を図り、環境管理システム

を実施し、維持し、継続的改善を行うための基本的事項を定めるものである。 

 

2 適用範囲 

(1) 適用組織 

  本マニュアルの適用組織は、以下のとおりである。 

① 本庁機関の事務部局 

② 会計課 

③ 議会の事務部局 

④ 教育委員会の事務部局（幼稚園、小中学校及び桑原学園を除く） 

⑤ 監査委員の事務部局 

⑥ 農業委員会の事務部局 

⑦ 環境プラント（一般廃棄物最終処分場含む） 

⑧ 浄化センター 

(2) その他 

  羽島市から委託されて業務を行う者及び指定管理者制度導入施設で業務を行う者並びに

羽島市から許可を得て土地・建物等を使用している各種団体（以下「関係団体」という。）

については、本マニュアルに基づく取組みを行うよう努めることとする。 
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3 環境方針 

 環境管理総括者は、環境保全の取組みに関する基本理念及び基本方針を定め、市役所内外

に表明し、環境保全活動を継続的に推進する。 
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4 環境目標 

(1) 省エネ・省資源活動による地球温暖化対策の推進及びその継続 

(2) 環境物品等の優先的な調達（グリーン購入） 

(3) その他各実行部門で設定する環境配慮項目 

 

5 推進体制 

5.1  組織 

(1) 環境管理事務局 

   環境管理システムの総合的な運用管理を行う。 

(2) 実行部門 

   環境管理システムを運用し、環境管理事務局とともに運用管理を行う。 

(3) 内部環境監査チーム 

   環境管理システムの運用状況を評価し、必要に応じ、実行部門の長に対し、是正のた

めの助言及び勧告を行う。 

5.2  役割 

(1) 環境管理総括者（市長） 

① 環境方針を決定する。 

② 環境管理システムを確立、実施、維持及び改善していくために必要な人的、物的

及び財政的資源を確保する。 

(2) 環境管理責任者（生活環境部長） 

① 環境管理システムを構築及び確立し、実施、維持及び改善を行う。 

② 各実行部門に環境管理システムで要求する事項の実施を指示する。 

③ 内部環境監査の実施について、主任環境監査員に指示する。 

(3) 実行部門長（部長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長、監査委員事

務局長及び農業委員会事務局長） 

① 各所属で実行した事項と環境管理システムで要求する事項とを照らし合わせ、適

合性について監視する。 

② 環境推進員が作成した文書を承認する。 

(4) 環境推進員（所属長（課長、室長、所長及び場長）） 

① 環境管理システムで要求する事項を実施する。 

② 環境管理システムに関する文書を作成し保管する。なお、文書の作成は代理の者

に任せることができる。ただし、作成された文書を承認する必要がある。 
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環境管理責任者（生活環境部長） 

(5) 主任環境監査員（生活環境課長又は環境監査員経験者） 

① 内部環境監査を主体的に実施する。 

② 内部環境監査に関する文書を作成する。 

(6) 環境監査員（生活環境課員又は環境監査員経験者） 

① 主任環境監査員を補助する。 

 

【体制図】 
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6 法的及びその他の要求事項 

 実行部門長及び環境推進員は、環境に影響を与える事務事業に関する法令等を把握し、順

守する。 

 

7 教育・訓練 

 環境管理システムの環境方針及び環境目標に関する知識及び技能の向上を図り、著しい環

境影響の原因となる可能性をもつ事務事業を行う職員及び関係団体に適切な教育・訓練を実

施する。 

 

 

8 監視 

実行部門長及び環境推進員は、環境管理システムで要求する事項について、目標値との比

較及びその進捗状況を確認する。 

 

 

9 順守評価 

 環境管理責任者は、各実行部門が実施する事項を点検し評価する。 

 

10 是正処置・予防処置 

 実行部門長及び環境推進員は、既に生じた、又は生じることが予測される環境管理システ

ムで要求する事項の不適合による環境への影響を緩和するため、是正処置又は予防処置を講

じる。 

 

11 内部監査 

 各実行部門について、環境管理システムが適切に実施及び維持されているか評価する。 
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12 改訂履歴 

  当初制定 平成１１年 ９月２９日 

  １次改訂 平成１２年 １月１１日施行 

  ２次改訂 平成１２年 ２月 ７日施行 

  ３次改訂 平成１２年 ８月 ９日施行 

  ４次改訂 平成１３年 １月３１日施行 

  ５次改訂 平成１３年１２月２７日施行 

  ６次改訂 平成１４年 １月３１日施行 

  ７次改訂 平成１４年 ７月３１日施行 

  ８次改訂 平成１４年１２月１０日施行 

  ９次改訂 平成１５年 １月２４日施行 

 １０次改訂 平成１５年 ５月 ７日施行 

 １１次改訂 平成１５年 ６月２３日施行 

 １２次改訂 平成１５年 ８月 ６日施行 

 １３次改訂 平成１６年 ６月２５日施行 

 １４次改訂 平成１７年 ２月２８日施行 

 １５次改訂 平成１７年 ８月１９日施行 

 １６次改訂 平成１８年１１月 ６日施行 

 １７次改訂 平成１９年 １月１５日施行 

 １８次改訂 平成１９年 ２月 ２日施行 

 １９次改訂 平成２０年 ３月 ５日施行 

 ２０次改訂 平成２０年 ９月 ３日施行 

 ２１次改訂 平成２１年 ３月 ４日施行 

 ２２次改訂 平成２２年 ３月 ３日施行 

 ２３次改訂 平成２６年 ４月 １日施行 

 ２４次改訂 平成２７年 ４月 １日施行 

 ２５次改訂 平成２７年 ７月 １日施行 

 ２６次改訂 平成２８年 ４月 １日施行 

 ２７次改訂 平成２９年 ４月 １日施行 

 ２８次改訂 令和 ３年 ４月 １日施工 


